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第１章   総則 

 

（目的及び適用範囲） 

第１条 この規程は、社会福祉法人豊和会就業規則第３８条の規定により、職員の給与に関

する取扱いについて定める。 

  ２ 前項の職員とは、就業規則第２条第１項に定める職員のうち期間の定めのない職員                                           

（以下「正規職員」という）をいう。 

  ３ 正規職員以外の職員の給与については、”労働条件通知書(雇入通知書)及び承諾書

(契約書)”及びパ－ト・期間限定雇用職員就業規則に定める。 

 

（給与の種類） 

第２条 職員の給与は、基本給及び第４章に定める手当並びに退職金とする。 

 

（基本給表） 

第３条 基本給表は別紙 1、2とする。ただし、基本給表は必要なときに改定することが 

ある。 

 

（基本給表の適用） 

第４条 基本給表別紙１は就業規則第２条に定める常時勤務する職員に適用し、基本給表別 

紙２は雇用契約書の基本賃金において、月給以外で契約した職員に適用する。  

  ２ 月給制の期間限定職員については、前項の別紙１を適用する。 

 

（給与の締切及び支払日） 

第５条 給与の締切期間は、前月１日から末日までの１ヶ月とし、その期間分を当月１０日

に支払う。ただし、当日が休日の場合にはその前日に支払う。 

 

（給与の計算方法） 

第６条 欠勤、遅刻、早退又は外出等により、所定の勤務時間の全部又は一部について業務

に従事しなかった場合は、その従事しなかった時間に対する給与は基本給から当該

日数又は時間分の賃金を控除する。 

  ２ 新たに採用された職員及び昇給した職員の給与は、発令の日から日割り計算による。    

月の途中での休職、退職の場合も同様とする。 

  ３ 日割りの計算の方法は、次のとおりとする。 

     基本給×１２÷年間所定勤務日数＝日割り単価 

     日割り単価×実勤務日数＝支給額 

 

（支払方法） 

第７条 給与は、指定銀行口座に振込で職員にその全額を支給する。ただし、法令により定
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めのあるもの及び職員の過半数を代表する者と書面により協定したものは、これを  

 控除して支払う。  

 

（非常時払い） 

第８条 第３条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員又は遺

族の請求があれば給与支払日前であっても既往の労働に対する給与を支給する。 

（１）職員及び職員の扶養家族の結婚、出産、疾病、災害及びやむを得ない理由による 

１週間以上の帰郷 

 （２）職員が死亡し、解雇され、又は退職した場合 

 （３）その他やむを得ない事情があると施設長が認めた場合 

 

（休職期間の給与） 

第９条 休職期間中の給与は支給しない。ただし、理事長が特別の事情があると認めた場合

は、この限りではない。  

 

 

第２章  基本給 

 

（給与形態及び基本給） 

第１０条 職員の基本給は、月給制、日給月給及び日給制、時間給月給制とする。 

 

（初任給） 

第１１条 学歴、能力、資格の有無及び職務内容等を勘案し、決定する。 

   ２ 職員となる前の職歴等の経験年数を勘案し決定する。 

 

 

                 第３章 昇給 

 

（昇給） 

第１２条 昇給は、基本給について行うものとし、法人の業績などを勘案し、原則として 

     毎年４月に勤務成績等良好な者について行うことができる。 

   ２ 別に定める「職能資格制度規則」に基づき、職能資格級に格付けする。 

３ 職能等級に対する給与等級の目安は別紙３のとおりとし、昇給判定の参考とする。 

   

（特別昇給） 

第１３条 勤務成績が優秀な場合等、理事長が必要と認めた場合は、特別昇給をさせること

ができる。 
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（昇給制限） 

第１４条 次の各号に該当する者に対しては、昇給させないことがある。 

   （１）休職中の者 

   （２）勤務成績又は勤務能力の極めて劣る者 

   （３）年間欠勤率１０％以上の者 

 

 

                 第４章 手当 

 

（賞与） 

第１５条 賞与は、法人の業績などを勘案し毎年６月および１２月に支給することができる。 

・ ６月支給対象者：前年１０月～当年３月までの査定期間に就労し、支給日

に在籍した者(当年４月～５月は評価期間) 

・１２月支給対象者：当年４月～９月までの査定期間に就労し、支給日に在籍

した者(当年１０月～１１月は評価期間) 

 

   ２ 支給額は、法人の業績、職員の勤務成績等を勘案して支給する。ただし、業績の

著しい低下、その他やむを得ない事由がある場合は支給を延期し、又は支給しな

いことがある。 

 

(資格手当) 

第１６条 介護福祉士の資格を有し、支給要件を満たすものに支給する。 

    

（超過勤務手当） 

第１７条 法定労働時間を超えて就業させた場合には、手当として割増し賃金を支給す 

る。 

法定労働時間外   時間単価×１．２５×法定労働時間外労働時間 

深夜割増      時間単価×０．２５×深夜勤務時間(22:00～5:00） 

 

資 格 月 額 要 件 

介護福祉士 

介護職員 3,000円 

・正職員 

・勤務延長契約者(フルタイム) 

・期間限定雇用契約者(フルタイム) 

介護職員

以外 
1,000円 

・正職員 

・勤務延長契約者(フルタイム) 

・期間限定雇用契約者(フルタイム) 



 

5 

 

（休日勤務手当）  

第１８条 休日に法定労働時間を超えて就業させた場合には、手当として割増し 

賃金を支給する。 

       法定外休日勤務手当  時間単価×１．２５×休日勤務時間 

             法定休日勤務手当   時間単価×１．３５×休日勤務時間 

       

      休日勤務が深夜勤務時間におよんだ場合は、休日勤務手当の額に深夜割増を 

      加算し支給する。 

深夜割増    時間単価×０．２５×深夜勤務時間(22:00～5:00)） 

 

 ２ ただし休日を他の日に振り替えた場合は、休日勤務手当は支給しない。 

 

（通勤手当） 

第１９条  通勤距離片道２ｋｍ以上の職員(パ－トタイム職員、期間限定雇用職員、定年 

後の再雇用職員含む)を対象とし限度額は２８，０００円とする。自家用車は 

１ｋｍ当たり１２．５円とし、公共交通機関は、片道運賃×２×通勤日数とし、 

定期券購入の場合は３ヶ月定期券以上について購入額を月数で割った１ヶ月 

当りの実費を通勤手当とする。 

    

（休業手当） 

第２０ 条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業期間中、当該労働者に、 

その平均賃金の１００分の６０の休業手当を支給する。 

 

（時間帯別勤務手当） 

 第２１条  

① 夜間勤務手当 

夜間勤務者には１回当り６，０００円(深夜割増含む)を支給する。 

② 深夜勤務手当 

          深夜勤務者には 1 回当り６，０００円(深夜割増含む)を支給する。 

    

（基準超過勤務手当） 

 第２２条 早出・残業・休日出勤の合計時間が６０時間を超えた場合、超過分を支給する。 

         基準賃金×０．２５×６０時間を超えた時間数 

 

（職務手当） 

第２３条 担当する職務の困難度に対し、複雑性、責任度などを考慮し職務手当を支給す

る。施設長の評価推薦により理事長の承認をもって決定される。 

    職務手当と資格手当（介護福祉士）は個別に支給する。 
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※１. 施設状況により特に必要と判断した場合は、無資格者であっても実務経験を 

評価し施設長推薦によりユニットリーダー研修を受講することができる。 

    ※２．特養において生活相談員と介護支援専門員を兼務するものは、各手当を支給 

する。 

 

（待機手当・緊急招集手当） 

 第２４条 看護師にあって勤務日程表に待機日を指定され、予定どおり実施された時は

待機手当として１回当り１，０００円を支給する。ただし、１ヶ月で２５日以

上を担当した場合には（精勤）待機手当として、上記のほかに 1ヶ月１５，０

００円を追加で支給する。 

２ 看護師にあって前項における待機日を指定されていない場合において、緊急

招集があった場合、緊急招集手当として１回当り１，０００円を支給する。 

 

（褒賞金） 

 
職 務 要 件 等 

手当 

（月額） 

特養 

ユニット 

サブリーダー 

無資格 2,000円 

介護福祉士、介護支援専門員 3,000円 

ユニットリーダー研修終了 4,000円 

ユニット 

リーダー 

介護福祉士、介護支援専門員 5,000円 

ユニットリーダー研修終了 ※1 10,000円 

特養 

介護支援専門員 
有資格者でありその職務にある者 

（主任介護支援専門員有資格者含む） 
5,000円 

准看護師 
看護師業務を職務とし、介護業務の支援を 

可とする者 
5,000円 

正看護師 10,000円 

栄養士 栄養士を職務とし調理業務も可とするもの 10,000円 

管理栄養士 20,000円 

調理師 
調理師として実務経験 2年以上、 または、実務経

験が４年以上あり調理師資格を取得した者 
10,000円 

通所・ 

特養 

生活相談員 

 ※2 

介護福祉士（実務経験 3年以上） 3,000円 

社会福祉主事 5,000円 

社会福祉士 10,000円 

通所 

機能訓練指導員 
専任者(准看護師・看護師の資格を有し、週 30時間

以上勤務するもの) 
5,000円 

介護リ－ダ－ 介護業務 10年相当の経験と勤続 3年以上の者 5,000円 
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 第２５条 職員紹介制度にもとづき職員紹介者には褒賞金を賞与で支給する。 

    1)《正職員未経験者１名紹介》 

       ・採用に至り試用期間を経過した時    ・・１万円    

       ・更に１年以上(試用期間含む)就労した時 ・・２万円 

    2）《正職員経験者１名紹介(福祉施設又は訪問ヘルパー等１年以上)》 

       ・採用に至り試用期間を経過した時    ・・２万円 

       ・更に１年以上(試用期間含む)就労した時 ・・２万円 

    3）施設が必要とする要件を満たすパ－ト職員及び期間限定雇用 

職員を紹介し、採用に至り試用期間を経過した時・・1万円 

    4）紹介した職員が退職した場合は退職日をもって、1)から 3)の期間に達する前に 

 退職届の提出があった場合は届出日をもって、褒賞金受給の権利を失する。  

 

(介護職員等処遇改善加算) 

第２６条 介護職員等処遇改善加算を新処遇改善手当として支給する。 

２ 介護職員等処遇改善加算は、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能の 

   ある介護職員に重点的に配分するが、その他の職種への配分も認める。 

   経験・技能のある介護職員とは、介護福祉士の資格を有するとともに、勤続 

   年数１０年以上（他の法人等の経験も含める）の介護職員を基本とし技能の 

   ある者をいう。 

３ 介護職員等処遇改善加算総額の２分の１以上を毎月の手当として支給し、それ 

  以外は、年２回の賞与で支給する。また、６月から翌年５月（７月支給から翌

年６月支給）までを１年とし処遇改善計画書に基づき、毎年個人の月額手当

を決定し支給する。 

    ４ 職員の入退社により、毎月の手当の総額が加算総額の２分の１を下回る場合、 

      または大幅に上回る場合は、施設ごとに手当の金額を見直すことができる。 

    ５ 兼務を除く本部職員と、介護や福祉職を兼務していない管理者・施設長は対象        

      外とする。また清掃のみの介護補助員と宿直員も対象外とする。 

    ６ 中途採用職員は、翌月から支給するが月途中入社の場合は、日割り計算とする。 

    ７ 職種変更があった場合は、変更翌月から月額手当を見直すこととする。 

    ８ 介護職員キャリアパスは別紙 4の通りとする。 

 

                  第５章 退職金 

 

（退職金） 

第２７条 職員の退職金は、法人が定める退職金規程の定めるところにより支給する 
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附 則 

 この規程は、平成２２年５月２７日から施行する。 

この規程は、平成２３年８月１２日から施行する。 

 この規程は、平成２６年７月１日から施行する。 

特別養護老人ホーム開設に伴い、法人統一規則として全面見直し 

 この規則は、平成２６年１２月２２日から施行する。 

この規程は、平成２７年９月１日から施行する。 

 この規程は、平成２７年１２月１日から施行する。 

 この規程は、平成２７年１２月２３日から施行する。 

        県指導監査時の指摘により追加記載 

この規程は、平成２８年２月１５日から施行する。 

この規程は、平成２８年３月 1日から施行する。 

この規程は、平成２８年１２月 1日から施行する。 

         手当等追記、賃金表改定により 

この規程は、平成２９年 ４月 1日から施行する。 

この規程は、平成２９年９月１日から施行する。 

    第 17条調整手当廃止、非正規職員の時給賃金表の改定資格手当一覧追記 

  この規程は、平成２９年１１月１日から施行する。 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

この規程は、平成３０年１０月１日から施行する。 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

この規程は、令和２年１０月１日から施行する。 

      宮城県最低賃金変更により 

この規程は、令和２年１１月１日から施行する。 

      第２８条 介護職員等特定処遇改善加算について追加記載 

       （中途採用職員、資格取得による配分グループ変更職員に対する特定加 

算支給は、令和２年４月１日にさかのぼり実施する) 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

この規定は、令和４年４月１日から施行する。        

      （第 22 条深夜勤務手当は令和４年３月１日にさかのぼり実施する） 

 この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

       宮城県最低賃金変更により 

(別紙 1 正職員適用給与表、別紙 2 非正規社員の時給賃金表の改定) 
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第２９条 介護職員等ベースアップ等支援加算算定追加記載  

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

（第２２条 夜間勤務手当・深夜勤務手当変更により） 

 この規定は、令和６年５月１日から施行する。 

 この規定は、令和６年９月１日から施行する。 

 この規定は、令和 7 年 1 月１日から施行する。 

この規定は、令和 7 年 4 月１日から施行する。 

この規定は、令和 7 年 9 月１日から施行する。 

この規定は、令和 8 年 1 月１日から施行する。 
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≪参考≫  

 

【職能等級に対する給与等級目安】 

職

能 

等

級 
職能資格 等級定義 

給与

等級

目安 

管

理

職

能 

[３] 

３ 
施設長 

格 

・理事会の方針に基づき施設の経営・運営能力ができる能力を 

有する。 

・施設を経営・運営するものとしてのレベルの知識と職務遂 

行能力を有する。 

６ 

２ 
施設長 

補佐格 

・施設の経営・運営方針に基づき施設長を補佐できる能力を 

有する。 

・施設内の管理者として高度な知識と職務遂行能力を有する。 

・施設内の統括、調整、決定が完全に出来る能力を有する。 

・施設の業務に関し、新たな行事や支援サービス等の開発が 

完全にできる能力を有する。 

５
、
４ 

１ 課長格 

・施設の事業方針に基づき上司を補佐できる能力を有する。 

・各組織を取り纏め、統括する知識と職務遂行能力を有する。 

・施設の業務に関し、新たな行事や支援サービス等の開発が 

できる能力を有する。 

４
、
３ 

中

間

指

導

職

能

[２] 

２ 係長格 

・施設の事業方針に基づき上司を補佐できる能力を有する。 

・係に準ずる組織の責任者としての知識と職務遂行能力を有し、

組織の指導と調整ができる能力を有する。 

・施設の業務に関し、行事や支援サービス等の企画ができる 

能力を有する。 

３ 

１ 主任格 

・施設の事業方針に基づき上司を補佐できる能力を有する。 

・担当する組織の責任者としての知識と職務遂行能力を有し、 

組織の指導と調整ができる能力を有する。 

・他の係やグループに準ずる組織との連携調整が出来る。 

・施設の業務に関し、行事や支援サービス等の企画ができる 

能力を有する。 

一

般

職

能

[１] 

３ 

・上司や先輩の職員を補佐できる能力を有する 

・組織内の熟練業務・判断業務を遂行できる知識と職務遂行 

能力を有する。 

・後輩の指導ができる能力を有する。 
２ 

２ 
・上司や先輩の職員を補佐できる能力を有する。 

・組織内の定型業務を遂行できる知識と職務遂行能力を有する。 

１ 
・組織内の補助業務を遂行できる知識と職務遂行能力を有する。 

・指示された事を正確に遂行できる。 
１ 
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【介護職員キャリアパス】 

 

必
要
経
験
年
数

資
格
の
目
安

施
設
の
運
営
責
任
を
負
う

・
施
設
の
運
営
指
針
の
立
案
、
明
示
、
進
捗
管
理

・
施
設
運
営
管
理
能
力
（
経
営
の
安
定
と
改
善
）

約
10
年
以
上

施
設
長
に
要
す
る
認
定
、
免
許
等

常
勤

高
度
な
業
務
の
遂
行

・
管
理
職
育
成

・
職
員
へ
の
指
導
力
、
育
成
力

介
護
支
援
専
門
員

24
1,
70
0
円
～

施
設
の
統
括

・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

・
危
機
管
理
能
力

社
会
福
祉
士

職
員
へ
の
指
導
・
育
成

・
地
域
、
他
事
業
所
、
多
職
種
と
の
連
携
、
協
力
業
務

社
会
福
祉
主
事

・
計
数
管
理

介
護
福
祉
士

・
勤
怠
管
理

施
設
の
運
営
責
任
を
負
う

・
管
理
職
の
補
佐
、
不
在
時
の
代
理
、
欠
員
時
の
サ
ポ
ー
ト

・
施
設
運
営
管
理
能
力
（
経
営
の
安
定
と
改
善
）

約
8年

以
上

介
護
支
援
専
門
員

常
勤

高
度
な
業
務
の
遂
行

・
職
員
の
指
導
、
育
成

・
職
員
へ
の
指
導
力
、
育
成
力

社
会
福
祉
士

23
0,
90
0
円
～

ユ
ニ
ッ
ト
の
統
括

・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

・
危
機
管
理
能
力

社
会
福
祉
主
事

職
員
へ
の
指
導
・
育
成

・
地
域
、
他
事
業
所
、
多
職
種
と
の
連
携
、
協
力
業
務

介
護
福
祉
士

・
計
数
管
理

・
勤
怠
管
理

高
度
な
業
務
の
遂
行

（
初
級
職
、
中
級
職
業
務
に
加
え
て
）

・
複
雑
な
判
断
を
要
す
る
業
務
を
遂
行
で
き
る

約
５
年
以
上

ユ
ニ
ッ
ト
リ
ー
ダ
ー
研
修
終
了

常
勤

職
員
へ
の
指
導
・
育
成

・
他
の
職
員
へ
の
指
導
、
育
成

・
標
準
的
な
課
題
に
つ
い
て
ユ
ニ
ッ
ト
を
ま
と
め

介
護
福
祉
士

20
0,
00
0
円
～

・
ユ
ニ
ッ
ト
内
の
問
題
解
決
、
業
務
改
善

問
題
解
決
に
あ
た
る

実
務
者
研
修
終
了

・
下
級
者
に
指
導
で
き
る

社
会
福
祉
主
事

通
常
の
介
護
業
務

（
初
級
職
業
務
に
加
え
て
）

・
比
較
的
高
度
な
知
識
と
経
験
を
要
す
る
業
務
を

約
３
年
以
上

介
護
福
祉
士

常
勤

職
員
へ
の
助
言

・
サ
ー
ビ
ス
の
業
務
改
善

遂
行
で
き
る

実
務
者
研
修
終
了

17
9,
60
0
円
～

・
他
の
職
員
へ
の
助
言

・
業
務
の
改
善
や
問
題
解
決
を
実
践
で
き
る

・
下
級
者
に
助
言
で
き
る

通
常
の
介
護
業
務

・
上
位
者
の
協
力
を
得
な
が
ら
の
基
本
介
護

・
通
常
の
介
護
業
務
に
精
通
し
、
上
位
者
の
協
力
を

約
３
年
未
満

常
勤

・
適
切
な
観
察
、
記
録
、
報
告
等

得
な
が
ら
、
日
常
の
定
型
業
務
を
遂
行
で
き
る

初
任
者
研
修
終
了

16
6,
60
0
円
～

・
外
部
研
修
へ
の
参
加

認
知
症
基
礎
研
修
終
了

16
4,
80
0
円
～

上
級
職

ユ
ニ
ッ
ト

リ
ー
ダ
ー

中
級
職

初
級
職

給
与

基
本
給
＋
処
遇
改
善
手
当

管
理
職

施
設
長
・

管
理
者

副
施
設
長

職
位

対
応
役
職

職
責
（
役
割
）

職
務
内
容

求
め
ら
れ
る
能
力

任
用
の
要
件

     


